
省エネルギー政策の概要について

令和４年 １１月

近畿経済産業局 エネルギー対策課



カーボンニュートラルとは

⚫ カーボンニュートラルとは、「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」こと。

– 「排出を全体としてゼロにする」とは、排出量から吸収量を差し引いた、合計がゼロと
なる（ため、いわゆるネットゼロ、実質ゼロと同じ）

– 「温室効果ガス」の対象は、ＣＯ２だけでなく、メタンなど全ての温室効果ガス。

（出所）GIO「日本の温室効果ガス排出量データ」より作成
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2050年カーボンニュートラル実現に向けたこれまでの取組

⚫ 2020年10月の2050年CNの表明以降、その実現に向けて、グリーン成長戦略を策定・具体化、
第6次エネルギー基本計画、地球温暖化対策計画、パリ協定に基づく成長戦略としての長期
戦略を策定してきた。

2050年カーボンニュートラルの表明（10月26日）

2021年

2022年

2030年度の温室効果ガス排出量46%削減目標の表明（4月22日）

✓ グリーン成長戦略の具体化（6月18日関係省庁と連携し、経済産業省とりまとめ）
➢ イノベーションのスパイラルを起こすため、①政策手段や各分野の目標実現の内容の具体化、②脱炭素効果

以外の国民生活のメリットの提示という観点から具体化

✓ 第6次エネルギー基本計画の策定（10月22日閣議決定）
➢ 2030年46％削減に向けたエネルギー政策の具体的政策と2050年CNに向けたエネルギー政策の大きな方

向性（供給サイドに力点）

✓ グリーン成長戦略の策定（12月25日関係省庁と連携し、経済産業省とりまとめ）
➢ 2050年CNに向け、将来のエネルギー・環境の革新技術（14分野）について社会実装を見据えた技術戦

略＋産業戦略

国連へ新たな削減目標を反映したNDCを提出（10月22日）

✓ 地球温暖化対策計画（10月22日閣議決定）
➢ 新たな2030年度温室効果ガス削減目標やその裏付けとなる対策・施策を提示

✓ 長期戦略（10月22日閣議決定）
➢ パリ協定の規定に基づく長期低排出発展戦略として、2050年CNに向けた分野別長期的ビジョンを提示

2022年5月19日
クリーンエネルギー戦略中間整理資料から抜粋
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⚫ 近年、期限付きカーボンニュートラル目標を表明する国地域が急増し、そのGDP総計は世界全体
の約90％を占める（前回COP終了時には約26％）。

⚫ こうした中、金融市場の動きも相まって、あらゆる産業が、脱炭素社会に向けた大競争時代に突入。
環境対応の成否が、企業・国家の競争力に直結することに。

環境対応の成否が、企業・国家の競争力に直結する時代（GX時代）に突入

2021年12月16日
クリーンエネルギー戦略検討合同会議資料から抜粋2050年カーボンニュートラルの波
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Scope1: 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）
Scope2: 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3: Scope1、Scope2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）

サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量
（出所）環境省作成資料

⚫カーボンニュートラルの潮流の中、自らの事業活動に伴うCO₂の排出だけではなく、原材料・部品調達

や製品の使用段階も含めた排出量の削減を目指す動きが増加。

⚫関係する取引先に対してもカーボンニュートラルの取組が求められている。

⚫国内メーカーにおいても、サプライヤーに対してCO₂削減を求める動きが出てきており、カーボンニュート

ラルの取組の有無が自社製品の競争力の確保につながっていく流れはすでに始まっていると言える。

事業者へのカーボンニュートラルの影響
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⚫ 2050年カーボンニュートラル目標が示されたことを踏まえ、途上である2030年に向けても、徹底した省エ
ネ（①）を進めるとともに、非化石電気や水素等の非化石エネルギーの導入拡大（②）に向けた対策
を強化していくことが必要。

⚫ このため、引き続き省エネ法に基づく規制の見直し・強化や、支援措置等を通じた省エネ対策の強化とと
もに、供給サイドの非化石拡大を踏まえ、需要サイドにおける電化・水素化等のエネルギー転換の促進
などに向けた対策を強化していくことが求められる。

■需要サイドのカーボンニュートラルに向けたイメージと取組の方向性

将来に向けて必要な技術
CCS、DACCS、BECCS等

化石エネルギー

①省エネ強化

時間軸

＜徹底した省エネ強化＞
・【産業】産業・業務ベンチマークの拡充・見直し

省エネ技術開発・実用化・導入促進支援
・【民生】ZEB／ZEH普及拡大、建築物省エネ基準見直し

機器・建材トップランナー制度の見直し・強化
・【運輸】燃費規制の執行強化／荷主制度見直し／物流効率化

残存する
CO2

2030 2050現在

エネルギー
使用量

＜需要サイドにおけるエネルギー転換促進などの対策強化＞
・自家消費再エネや水素等の非化石エネルギー導入拡大
（＝需要の高度化）
・余剰再エネの活用など電気の需給状況に応じた需要の最適化
・系統安定化のための自家発の活用や機器制御による対応等

②非化石エネルギー
の導入拡大

2021年6月30日
省エネルギー小委員会資料 一部加工需要サイドの取組の方向性
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(ご参考)エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の概要

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
者
へ
の
直
接
規
制

使
用
者
へ
の

間
接
規
制

工場・事業場 運輸

工場等の設置者

・事業者の努力義務

貨物/旅客輸送事業者

・事業者の努力義務

荷主（自らの貨物を輸送事業者に
輸送させる者）

・事業者の努力義務

努力義務の対象者

特定貨物／旅客輸送事業者
（保有車両トラック200台以上等）

・計画の提出義務

・エネルギー使用状況等の

定期報告義務

特定荷主
（年間輸送量3,000万ﾄﾝｷﾛ以上）

・計画の提出義務

・委託輸送に係るエネルギー

使用状況等の定期報告義務

報告義務等対象者

一般消費者への情報提供特定エネルギー消費機器等（トップランナー制度）

※建築物に関する規定は、平成29年度より建築物省エネ法に移行

製造事業者等（生産量等が一定以上）

・自動車や家電製品等32品目のエネルギー消費効率の
目標を設定し、製造事業者等に達成を求める

特定事業者等
（エネルギー使用量1,500kl/年以上）

・エネルギー管理者等の選任義務

・中長期計画の提出義務

・エネルギー使用状況等の定期報告義務

家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者

・消費者への情報提供（努力義務）

⚫ 省エネ法では、工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ取組を実施する際の目安となるべき判断基準
（設備管理の基準やエネルギー消費効率改善の目標（年１％）等）を示すとともに、一定規模以上の事業者
にはエネルギーの使用状況等を報告させ、取組が不十分な場合には指導・助言や合理化計画の作成指示等を行
う。

⚫ また、特定エネルギー消費機器等（自動車・家電製品等）の製造事業者等注）に対し、機器のエネルギー消費効
率の目標を示して達成を求めるとともに、効率向上が不十分な場合には勧告等を行う。注）生産量等が一定以上の者

6



① エネルギーの使用の合理化の対象範囲の拡大 【エネルギーの定義の見直し】

➢ 省エネ法の「エネルギー」の定義を拡大し、非化石エネルギーを含む全てのエネルギーの使用の合理化を求める
枠組みに見直す。

➢ 電気の一次エネルギー換算係数は、全国一律の全電源平均係数を基本とする。

② 非化石エネルギーへの転換に関する措置 【新設】

➢ 特定事業者等に対し、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画及び非化石エネルギー使用状
況等の定期の報告を求める。

➢ 電気事業者から調達した電気の評価は、小売電気事業者（メニュー）別の非化石電源比率を反映する。

③ 電気の需要の最適化に関する措置 【電気需要平準化の見直し】

➢ 電気の需給状況に応じた「上げDR」・「下げDR」促進のための電気の一次エネルギー換算係数の設定等によ
り、再エネ出力抑制時への需要シフトや需給逼迫時の需要減少を促す枠組みを構築。

➢ 電気事業者に対し、電気需要最適化に資する料金体系等の整備を促す枠組みを構築。（現行の需要平準
化に資する料金体系の整備に関する計画の作成等の義務の見直し）

➢ 電気消費機器（トップランナー機器）への電気需要最適化に係る性能の向上の努力義務（現行の需要平準
化に資する性能の向上の見直し）

→ これらを踏まえ、

法律名を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に見直し。

（令和4年5月13日 第208回通常国会で成立）

(ご参考)省エネ法の主な見直し事項
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中小企業向けの経済産業省の主な支援策について

【TRANSI
TION】

【GREEN】

【INNOV
ATION】

⚫ 既存の支援策に加えて、補助金にグリーン枠を設ける等拡充を図っている。

概要・分類 No. 名称 ページ

①省エネ診断

1 省エネ最適化診断（中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業費補助金） 10

2 省エネお助け隊（中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業費補助金） 13

②設備投資に係る支援

3 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 15

4 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 17

5 ものづくり補助金（中小企業生産性革命推進事業） 18

③事業活動支援 6 事業再構築補助金 20

④省エネ相談 7 省エネ相談窓口 22
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中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業
令和4年度予算額 8.０億円（8.2億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー･新エネルギー部
省エネルギー課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

事業イメージ

事業目的・概要

⚫ エネルギー利用最適化診断や地域プラットフォームの構築など、中小

企業等のエネルギー利用最適化を推進するための支援を行います。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断、AI・IoT等を

活用した運用改善や再エネ導入等提案に係る経費の一部を国が支援

します。また、診断事例の横展開、関連セミナーへの講師派遣も実施し

ます。

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

省エネのみならず再エネ導入等も含むエネルギー利用最適化に向け、中

小企業等が相談可能なプラットフォームを地域毎に構築するとともに、相

談に係る相談窓口や支援施策などをポータルサイトに公開します。

成果目標

⚫ 令和３年から令和７年までの５年間の事業であり、最終的には令和12

年度の省エネ効果238.5万klを目指します。

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

• 地域プラットフォーム構築事業（省エネお助け隊）

• プラットフォーム情報提供基盤構築事業

民間企業等

国 民間企業等 事業者

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

工場・ビル等のエネルギーの管理状況を診
断し、AIやIoTを活用して設備の運用改善
や高効率設備への更新に加え再エネ導入
の提案を行います。

【改善提案例】
・空調の運用改善
・照明の運用改善
・蒸気・温水用配管、バルブ等の保温対策
・再エネ設備の導入支援

エネルギー利用最適化診断 情報提供

・成功事例の横展開
・エネルギー利用最適化関連
のセミナーへの講師派遣

中小企業等にとって身近な相談先である自治体、金融機関、中小企業団
体等と連携し、多様な省エネ相談等に対応できるエネルギー関連の専門家
と経営専門家の双方よりエネルギーコストの削減や設備導入に係るアドバイ
スが可能な体制を地域ごとに整備します。

地域プラットフォームから地域内の中小企業、自治体及び金融機関等に
省エネ等に関する様々な情報提供を行うとともに、他地域のプラットフォー
ムとの連携を行います。

民間団体等
（地域プラット
フォーム）

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

自治体 金融機関
中小企業団体等

情報の相互連携

コーディネーター

省エネの専門家 経営の専門家

エネルギーの使用状況を知りたい
コストをかけずに省エネを図りたい

省エネを進めるにあたって資金面のアドバイスが欲しい
省エネ取組の計画を立てたい

設備更新に関してアドバイスを受けたい等

エネルギーに関する悩み・課題の相談

実態に即した省エネ取組の提案

補助
（定額）

補助
（定額）

補助
（定額）

省エネ取組支援
補助（9/10）

診断・情報提供等
補助（9/10）

資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
06-6966-6051
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省エネ最適化診断とは

「コスト削減」と「脱炭素化」の同時達成

世界的な脱炭素化の流れの中、中小企業等の中小規模事業者にとっても脱炭素化は避けて
通れない喫緊の課題となっています。
「省エネ」は最も脱炭素化に有効な手段ですが、省エネ最適化診断は、更に一歩推し進め、

「省エネ診断」による使用エネルギー削減に加え、「再エネ提案」を組み合わせることで、
脱炭素化を加速する新しいサービスです。

省エネ最適化診断（概要）

※出典：省エネ・節電ポータルサイト（https://www.shindan-net.jp/）
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省エネ最適化診断（概要）

省エネ最適化診断の４つのメリット

１．費用のかからない省エネ改善
●省エネ最適化診断は、費用のかからない運用改善による省エネ提案が約4割
●経営改善に直結した即効性のあるコスト削減の期待
●コロナ禍による執務環境の変化に応じたエネルギー利用の最適化を支援

２．脱炭素化へ向けた各種アドバイス
●脱炭素化は企業経営にとって必須の課題
●自家消費型太陽光発電設備の導入提案等、脱炭素化へ向けた様々なアドバイスの実施

３．省エネの第一歩はムダの見える化から

省エネ最適化診断では、様々な角度からエネルギーの「ムダ」を見える化
①同業他社との比較
省エネルギーセンターが蓄積したデータを利用し、同業他社との比較を実施

②測定器を使った見える化
赤外線カメラ等を使い、エネルギーの漏れを見える化

③組織課題の見える化
省エネのプロがエネルギー管理上の課題を見える化

４．国の省エネ設備補助金等の利用にプラス
●省エネ最適化診断を受診した場合、設備更新の有効性が示されることから、「先進的
省エネルギー投資促進支援事業費補助金」等で加点評価の対象

●今年度から始まる「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」の申請に必要なエ
ネルギー起源CO2排出量の情報を知ることが可能
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省エネ最適化診断の対象企業と診断メニュー

※出典：一般財団法人省エネルギーセンター「令和３年度省エネ診断・技術事例発表会」資料

診断メニュー

診断内容 年間エネルギー使用量目安
（原油換算値）

診断費用

A診断 専門家1人で診断するメニュー
（説明会もセット）

300kL未満 10,450円（税
込）

B診断 専門家2人で診断するメニュー
（説明会は専門家1人）

300kL以上1,500kL未満 16,500円（税
込）

大規模診断 事前打合せ後（専門家1人）、
専門家2人で診断するメニュー

1,500kL以上 23,100円（税
込）

（注）診断費用の振込手数料等はお申し込み先様のご負担となります。
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⚫ 「省エネお助け隊」は、経済産業省資源エネルギー庁の「地域プラットフォーム構築事業」で採択
された地域密着型の省エネ支援団体です。

⚫ 中小企業の省エネ取組に対して現状把握から改善まで、きめ細やかなサポートをします。

省エネお助け隊の概要

連 携

省エネ支援事業者
(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)

経営専門家
(中小企業診断士等)

省エネ専門家
(ｴﾈﾙｷﾞｰ管理士等)

そのお悩み、省エネお助け隊にお任せください！

省エネお助け隊とは…

▶省エネ支援事業者や地域の専門家（省エネや経営の専門家）が
自治体や金融機関等と連携。中小企業からの相談内容や省エネ
の取組状況等に応じて、省エネや経営等の様々な分野の専門家
が幅広い支援を行います。

中小企業の皆様

自治体 省エネルギーセンター 金融機関
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省エネ取組の進め方

⚫ 「省エネお助け隊」は中小企業の実態に即して、各フェーズに適した省エネ取組の提案を行い、
支援対象者における省エネ取組のPDCAを回し、省エネルギー化を図ります。
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先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和4年度予算額 253.2億円（325.0億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

⚫令和３年から令和12年までの10年間の事業であり、令和12年

度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促進により、原油換

算で2,155万klの削減に寄与します。

国 民間企業等 事業者等

補助 補助(3/4,1/2,1/3,定額) 

⚫工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備へ

の更新等を以下の取組を通じて支援します。なお、当該支援に必

要な一部業務のサポート事業を実施します。

(A)先進事業：高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入

ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な省エネ設備等の導入を行う

省エネ投資について、重点的に支援を行います。

(B)オーダーメイド型事業：個別設計が必要な特注設備等の導入を

含む設備更新やプロセス改修等を行う省エネ取組に対して支援を

行います。

(C)指定設備導入事業：省エネ性能の高い特定のユーティリティ設備、

生産設備等への更新を支援します。

(D)エネマネ事業：エネマネ事業者と共同で作成した計画に基づく

EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効

果的な省エネ取組について支援を行います。

【業務用冷蔵庫】【空調】

対象設備（例）

(C)指定設備導入事業

【射出成形機】

従来設備と比較して優れた省エネ設備への更新を支援。

(B)オーダーメイド型事業

既存設備を機械設計が伴う設備又は事業者の
使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備
の更新を行う省エネ取組を支援。

(A)先進事業

「I．省エネ技術の先進性」、「II．省エネ効果」、「III．導入ポテンシャル」
の観点から事前審査・登録された「先進設備・システム」の導入を重点的に
支援する。

(D)エネマネ事業

エネマネ事業者（※）の活用による効率的・効果的な省エネ取組を
支援。

【先進設備・システム登録リスト】

成果目標

※エネルギー管理支援サービ
スを通じて工場・事業場等の
省エネを支援する者。

資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 06-6966-6051
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省エネ補助金 【先進的省エネルギー投資促進支援事業】

事業区分 A 先進技術 B オーダーメイド型事業 C 指定設備導入事業 D エネマネ事業

事業概要

資源エネルギー庁に設置された
「先進的な省エネ技術等に係
る技術評価委員会」において
決定した審査項目に則り、SII
が設置した外部審査委員会で
審査・採択した先進設備・シス
テムを導入する事業

機械設計が伴う設備又は事業
者の使用目的や用途に合わせ
て設計・製造する設備等
（オーダーメイド型設備）を導
入する事業

SIIが予め定めたエネルギー消
費効率等の基準を満たし、SII
が補助対象対象設備として登
録及び公表した指定設備を導
入する事業

SIIに登録されたエネマネ事業
者と「エネルギー管理支援サー
ビス」契約し、SIIに登録された
EMSを用いて、より効果的に省
エネルギー化を図る事業

省エネルギー
効果の要件

申請単位において、原油換算量
ベースで以下いずれかの要件を満た
す事業
①省エネ率：30%以上
②省エネ量：1000kL
③エネルギー消費原単位改善
率：15%以上
※複数の対象設備を組み合わせて
申請する場合、各設備の省エネ効果
の合算値で上記要件を満たすこと

申請単位において、原油換算量
ベースで以下いずれかの要件を満た
す事業
①省エネ率：10%以上
②省エネ量：700kL
③エネルギー消費原単位改善
率：7%以上
※複数の対象設備を組み合わせて
申請する場合、各設備の省エネ効果
の合算値で上記要件を満たすこと

SIIが予め定めたエネルギー消費
効率等の基準を満たす設備を導
入すること

申請単位で、「EMSの制御効果と
省エネ診断等による運用改善効
果」により原油換算量ベースで省
エネルギー率2％以上を満たす事
業

補助対象
経費

設備費 設備費 設備費 設計費、設備費、工事費

補助率

中小
企業等 定額 定額 設備種別・性能（能力

毎）に設定する定額の補
助

１/２以内

大企業
等 ３/４以内 ３/４以内 １/３以内

補助金
限度額

上限額：15億円/年度
下限額：100万円/年度
※複数年度事業の１事業あたりの上限
額は、30億円

上限額：15億円/年度
下限額：100万円/年度
※複数年度事業の１事業あたりの上限
額は、20億円（連携事業は30億円）

上限額：1億円/年度
下限額：30万円/年度
※複数年度事業は認められない

上限額：1億円/年度
下限額：100万円/年度
※複数年度事業の１事業あたりの上限
額は、1億円

※投資回収年数7年未満の事業は
1/3以内

※投資回収年数7年未満
の事業は1/4以内

⚫ 工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を支援。
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中小企業生産性革命推進事業
令和3年度補正予算額 2,001億円

事業の内容 事業イメージ

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

【各補助事業の内容】
（１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・サービスの開発又は生産プロセ
ス等の改善に必要な設備投資等を支援するとともに、赤字など業況が厳しい中で生産性
向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援します。

（２）小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上げや事業規模
の拡大（成長・分配強化枠）や創業や跡継ぎ候補者の新たな取組（新陳代謝枠）、イ
ンボイス発行事業者への転換（インボイス枠）といった環境変化に関する取組を支援します。
。

（３）サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
ITツール※補助額：～50万円（補助率：3/4）、50～350万円（補助率：2/３）
※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等

PC、タブレット等補助上限：10万円（補助率：1/2）、
レジ補助上限額：20万円（補助率：1/2）
インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を２年分まとめて補助するなど、企業
間取引のデジタル化を強力に推進します。

（４）事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ補助金）
補助上限：150万円～600万円、補助率：1/2～2/3
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取組や、事業引継ぎ時の専門家活用費
用等を支援します。また、事業承継・引継ぎに関連する廃業費用等についても支援します。

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠

750万円、1,000万円、1,250万円 (※従業員
規模により異なる）

原則1/2 (※小規模事業
者・再生事業者は2/3)

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

2/3
デジタル枠

グリーン枠 1,000万円、1,500万円、2,000万円 (※同上)

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

成果目標
⚫ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上

・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％以
上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

⚫小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後1年で、販路開拓
につながった事業者の割合を80％とすることを目指します。

⚫ サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均3％以上向上を目指します。

⚫事業承継・引継ぎ支援事業により、令和４年度末までに約1,500者の中小
企業者等の円滑な事業承継・事業引継ぎを支援します。

中小
企業等

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

事業目的・概要
⚫新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小
企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。

⚫ そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援
する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常枠の一部見直しを
行うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化へ
の対応を支援します。

⚫加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上
や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円

2/3（※成長・分配強化枠の
一部の類型において、赤字事業

者は3/4）

成長・分配強化枠 200万円

新陳代謝枠 200万円

インボイス枠 100万円
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
（ものづくり補助金「グリーン枠」）

温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・
サービスの開発や炭素生産性向上を伴う生産プロセ
ス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を支援。

１．グリーン枠の対象となる事業者
次の要件を全て満たす３～５年の事業計画を策定している
こと。
①事業者全体の付加価値額を年率平均３％以上増加すること。
②給与支給総額 を 年率平均1.5％以上増加すること。
③事業場内最低賃金 (事業場内で最も低い賃金)を地域別最低
賃金＋30円以上 の水準にすること。

④３～５年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性
を年率平均1％以上増加すること。

⑤これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取
組の有無（有る場合はその具体的な取組内容）を示すこと。

２．補助上限等

従業員規模 補助上限金額 補助率

5人以下 1,000万円以内

2/36人～20人 1,500万円以内

21人以上 2,000万円以内

ものづくり補助金（グリーン枠）【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業】

取組イメージ

製紙業界の目標にも掲げられている
輸送効率が高い軽量紙・軽量段ボールを
開発し、貨物輸送で生じるCO2の削減に
貢献するための設備投資を行う。

冷蔵ショーケースをスマートシェルフ化する
設備投資を行い、
・冷蔵温度の自動最適化によってCO2削減
・在庫管理の効率化によって労働生産性改善
を実現する。

※単にソーラーパネルなどを導入して売電を行うような事業や、既存設備の更新・改
修は補助対象にはなりません。
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中小企業等事業再構築促進事業
令和3年度補正予算額 6,123億円

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 技術・経営革新課

補助対象経費

補助金額・補助率

主な補助対象要件

成果目標

⚫事業終了後3～5年で、付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0%)以上
増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％(一部
5.0％)以上の増加等を目指します。

事業目的・概要

⚫新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、中小企業等が、新分野展開や
業態転換などの事業再構築を通じて、コロナ前のビジネスモデルから転換す
る必要性は、依然として高い状況にあります。

⚫ こうしたことから、令和2年度3次補正予算で措置した中小企業等事業再
構築促進事業について、必要に応じて見直しや拡充を行いながら、中小企
業等の事業再構築を支援し、日本経済のさらなる構造転換を図ってきたと
ころです。

⚫本事業について、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事
業者への重点的支援を継続しつつ、売上高減少要件の緩和などを行い、
使い勝手を向上させます。

⚫特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換
のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を
対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新
たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切
り拓くための取組を重点的に支援していきます。

① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以
前と比較して10％以上減少していること（グリーン成長枠を除く）

② 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
（補助額3,000万円超は金融機関も必須） 等

建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービ
ス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費（一部
の経費については上限等の制限あり）

（※1）補助下限額は100万円 （※2）従業員規模により異なる
（※3） 6,000万円超は1/2（中小のみ）、 4,000万円超は1/3（中堅のみ）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

補助
（基金積増）

中小企業等

補助
(2/3等)

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保
が困難な特に業況の厳しい事業者に対する支援） 500万円、1,000万円、

1,500万円 (※2)

中小3/4、
中堅2/3回復・再生応援枠

（引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り
組む事業者に対する支援）

通常枠
（事業再構築に取り組む事業者に対する支援）

2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円
(※2) 中小2/3、

中堅1/2
(※3)

大規模賃金引上枠
（多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上
げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向
上させる事業者に対する支援）

1億円

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、
グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解
決に資する取組を行う事業者に対する支援）

中小1億円、中堅1.5億円
中小1/2、
中堅1/3
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事業再構築補助金（グリーン成長枠）【中小企業等事業再構築促進事業】

中小企業等事業再構築促進事業
（事業再構築補助金「グリーン成長枠」）

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を
目指す事業者を支援。

１．グリーン枠の対象となる事業者
次の要件を全て満たす3～5年の事業計画を策定している

こと。
①事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支
援機関と策定すること

②補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均
5.0%以上増加又は 従業員一人当たり付加価値額の
年率平均5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策
定すること

③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課
題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、
2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合
以上に対する人材育成をあわせて行うこと

２．補助上限等

取組イメージ

補助上限金額 補助率

中小企業 100万円～1億円 1/2

中堅企業 100万円～1.5億円 1/3

自動車整備工場において、電気自動車に
対応するため、電気系統設備の整備機械
を導入するとともに、専門家を招いて
OJTを行うことで、整備士のスキルアッ
プを実施していく。

航空機分野において、機体・エンジンの
効率化が求められていることを踏まえ、
新たに航空機エンジン部品として高温に
耐えうる部材を開発するために、機械設
備を導入して技術開発を実施していく。

※売上高減少要件は課さない

※単にソーラーパネル等を導入して売電を行うような事業や、
既存設備の更新・改修は補助対象になりません。

21



⚫ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、今後、官民の総力を挙げた取組が必要となりますが、まず

は中小企業も含めた事業者が積極的な省エネや再エネの導入を推進していくことが重要となります。一方

で、省エネに関心はあるものの、資金や人材等の制約がある中、実践にまで踏み出せていない事業者が

多いのも現状です。

⚫ そこで、事業者の方々の省エネの取組に向けて「省エネ相談窓口」を開設いたしました。省エネルギーの

取組は、企業の経営コストの削減にもつながります。ぜひ、お気軽にご相談ください！

省エネ相談窓口を開設いたしました！

まずは省エネ相談窓口にご相談ください！

・お電話で（℡：06-6966-6051）事前に予約を

お願いします。

・ご相談は原則、窓口面談(リアル)で実施。

・現地確認は行わず、省エネへの足がかりや省エネ効果の

試算等をアドバイスいたします。

省エネはしたいけど、
何からすればいいかわからない

省エネ専門の担当がおらず
省エネ効果の試算ができない

●相談の流れ●中小企業の皆様の声

電話予約

相談対応

説明・提案

① 電話でのお申し込み

（℡：06-6966-6051）

・事業者名（特定事業者の場合、特定事業者番号）

・所属、氏名

・ご来庁可能な日時

（9:00-17:00（12:00-13:00除く））

・年間エネルギー使用量（原油換算での概算量）

・相談内容

② 省エネ相談の実施

・省エネ技術指導員が当課にてご対応いたします。

・省エネの取組方法、管理体制、補助金等、お気軽に

ご質問下さい。

③ お悩みに応じた説明・提案

・前提条件（機器の年間運転時間、負荷率等）を
設定して省エネ効果の試算を行います。

・現地確認は行わず、他機関の紹介をさせていただく場

合がございます。

資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 06-6966-6051

お問い合わせ先
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⚫ 近畿経済産業局では、近畿地方環境事務所と連携し、カーボンニュートラルに資する取組
イメージを分かりやすく伝える広報ツールとしてリーフレット 「事業者のみなさまへ カーボン
ニュートラルって何なん？～はじめの一歩～」を作成。

⚫ カーボンニュートラル達成に向けた取組をステップに分けてご紹介。

ダウンロード先URL：https://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/cn/pr.html

【参考】企業のカーボンニュートラル促進に向けた取組
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省エネ対策パッケージ

事
業
者
向
け

１．省エネ補助金の抜本強化 【500億円】【国庫債務負担行為の後年度分含め1,625億円】

⚫ 省エネ設備投資補助金において、複数年の投資計画に切れ目なく対応できる新たな仕組みを創設することで、エネルギー
価格高騰に苦しむ中小企業等の潜在的な省エネ投資需要を掘り起こす。

２．省エネ診断の拡充 【20億円】
⚫ 工場・ビル等の省エネ診断の実施やそれを踏まえた運用改善等の提案にかかる費用を補助することで、中小企業等の省エ
ネを強力に推進する。

⚫ また、省エネ診断を行う実施団体・企業を増加させ、専門人材育成も兼ねた研修を行うことで、省エネ診断の拡充を図る。

※ 中小企業向け補助金（ものづくり補助金）についても、省エネ対策を推進するためグリーン枠を強化。

３．新たな住宅省エネ化支援 【約2,800億円※新築を含む】
⚫ 家庭で最大のエネルギー消費源である給湯器の高効率化（300億）や、省エネ効果の高い断熱窓改修に経産省・環
境省事業（1,000億）で手厚く支援。国交省の省エネ化支援（新築を含めて1,500億）と併せて、３省庁連携でワン
ストップ対応を予定。

※ 全国各地の自治体で実施されている「省エネ家電買い換え支援」を拡大すべく、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援
地方交付金」（6,000億円）において、メニューの一つとして措置。

家
庭
向
け

24※ 本資料に記載の措置は、11月8日に閣議決定された補正予算案に盛り込まれた措置であり、今後国会の審議を経ることとなる。



問い合わせ一覧

No. 名称 問合せ先 電話番号

1 省エネ最適化診断（中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業費補助金） (一財)省エネルギーセンター 03-5439-9732

2 省エネお助け隊（中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業費補助金） (一社)環境共創イニシアチブ 03-5565-3970

3 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
(一社)環境共創イニシアチブ／大日本印刷(株)

03-5565-3840（A事業）
03-5565-4463（B・D事業）
0570-055-122（C事業）

(一財)ヒートポンプ・蓄熱センター 03-6661-1421

4 省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金 (一社)環境共創イニシアチブ 03-5565-4460

5 ものづくり補助金（中小企業生産性革命推進事業） ものづくり補助金事務局サポートセンター 050-8880-4053

6 事業再構築補助金 事業再構築補助金事務局 0570-012-088

7 省エネ相談窓口 近畿経済産業局 エネルギー対策課 06-6966-6051
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